
令和5年 10月２日～

飯能市乗合ワゴン「おでかけむーま号」の

一部経路を変更します

精明地区、加治地区を運行する飯能市乗合ワゴン「おでかけむーま号」の一部

経路を運行上の安全性と定時運行を確保するため、以下とおり変更します。

なお、運行時刻（時刻表）など他の運行内容は変わりませんのでご注意ください。

■対象となる系統、経路

■変更日 令和 5（2023）年 10 月 2 日（月）の運行から

番号 系統 区間 ※詳細は裏面参照

１ 精明東・精明西 ⑧向原団地～⑨新田団地～⑩平松団地 間

２ 加 治 ㊱笠縫不動尊～㊲加治東地区行政センター 間

お 知 ら せ



１ 精明東・精明西コース ▶（平松団地方面行きの場合）「新田団地」バス停前で転回して向原団地方面

に戻り、飯能日高テレビ前を通って「平松団地」に向かいます。

２ 加治コース ▶（元加治駅方面行きの場合）岩沢郵便局前を新しい道路まで直進し、「加治東地区行政

センター」に向かいます。
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